
熱中症予防講習会を開催しました！ 

 

令和７年５月 26日、相模原市立産業会館にて、「熱中症予防講習会」を開催いたしました。 

当署から、働き方改革、熱中症に係る発生状況、関係法令等について説明し、神奈川産業保健総合

支援センターの産業保健相談員である高清水様から「安衛法改正 熱中症対策の義務化！」と題し、熱

中症の基礎知識、発生時の対応、予防対策等についてご説明いただきました。 

第 14 次労働災害防止計画において、熱中症予防は重点事項として挙げられています。また、『STOP!

熱中症クールワークキャンペーン』において事業者に実施していただきたい事項が挙げられておりますの

で、その実施をお願いいたします。 

なお、職場の熱中症予防対策については以下のポータルサイトを参考としてください。 

 https://neccyusho.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会の様子 
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